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⚑．は じ め に

市民的及び政治的権利に関する国際規約の第25条に，「すべての市民は，
第⚒条に規定するいかなる差別もなく，かつ，不合理な制限なしに，次の
ことを行う権利及び機会（the right and the opportunity）を有する」という
柱書きがある。参照先の第⚒条第⚑項には，「人種，皮膚の色，性，言語，
宗教，政治的意見その他の意見，国民的若しくは社会的出身，財産，出生
又は他の地位等」が「差別」の禁止事由として列挙されている。そして，
第25条⒝号には，「普通かつ平等の選挙権（universal and equal suffrage）に
基づき秘密投票（secret ballot）により行われ，選挙人の意思の自由な表明
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を保障する真正な定期的選挙において，投票し及び選挙されること」が規
定されている。

オーストラリア連邦のエヴァト（Herbert Vere Evatt）外相兼法相が議長
を務めていた時代の国際連合総会において採択された世界人権宣言にも類
似の規定があり1)，国際人権規約のように邦語の公定訳があるわけではな
いが，第21条第⚓項に「普通かつ平等の選挙権」や「秘密投票（secret

vote）または同程度に自由な投票手続」などの文言がある2)。この総会決
議から⚘年と⚘日の後に80番目の加盟国になった日本国の憲法典には，類
似の文言が先行活用されており，英語の公定訳と並べると，第15条第⚓項
に「成年者による普通選挙（Universal adult suffrage）」が，続く第⚔項に

「投票の秘密（secrecy of the ballot）」が，それぞれ明記されている。
このうち「投票の秘密」については，世界史において英米にも先行した

早期の導入例があることから「秘密投票」の別称にもなっている「オース
トラリア方式の投票／オーストラリア様式の投票用紙（Australian ballot）」
という言葉が容易に連想されよう3)。そして，世界人権宣言の「同程度に
自由」という代替法の提示は，もとより「秘密」の保障も「自由」の担保
という発想を簡略に反映していよう。しかしながら，日本国憲法の正文の

「成年者による普通選挙」という文言には，自由権規約の公定訳の「普通
かつ平等の選挙権」という概念よりも客観的な語感がある。いまさらなが
ら気にしてみると，主観的な権利とは微妙にせよ異質なものが含意されて
いるようでもある。

こうした思案の勘所を具象するのに，自由権規約の第25条について第28
条第⚑項の「人権委員会」が第40条第⚔項の「一般的性格を有する意見」
の⚑つとして公表している文書から⚑段落を抜き出してみる。もとより冗
長な段落ではないが，それでも中略して最初と最後の各⚑文を訳出する
と，「第25条⒝号は，選挙人または選挙の候補者として公的なことがらを
おこなうのに参加する市民の権利（right of citizens to take part in the con-

duct of public affairs）を扱う一定の規定をおいている」が，「⒝号に規定さ
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れている権利と義務（rights and obligations）は，法により保障されなけれ
ばならない」と記述されている4)。

ともに複数形の「権利と義務」が同列に「保障されなければならない」
というのは，もしや難解ではなかろうか。あるいは選挙それ自体が公務の
遂行（conduct of public affairs）にほかならないという客観的な捉え方が示
されているのかもしれず，それゆえ主観的な「市民の権利」とは主体や次
元が相違する「義務」が示唆されているのかもしれないが，まったく別の
読み方もありえよう。自由権規約の第40条第⚑項に基づき，「この規約に
おいて認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受
についてもたらされた進歩に関する報告を提出する」ときに，まさしく

「市民の権利」の行使を「義務」づける法定の制度の運用実態を報告書に
記載する締約国もある。

この種の制度については，「現代の世界において計29か国が選挙に参加
することを市民に対して法的に義務づけており，そのなかには全民主主義
国の⚔分の⚑ほどが含まれる」という分布の認識を出発点においた本格的
な比較研究もある5)。個別的には，たとえば，オーストラリア連邦に百家
争鳴のごとき議論状況がある。これを「選好投票（preferential voting），頑
強な独立の選挙管理委員会，独特な地方政党」とセットにして，いわゆる

「オーストラリア例外主義」の「もっとも顕著な⚕つの特徴」の⚕つ目に
数えている経済学の研究者は，きわめて批判的に，これが「もっとも甚だ
しいオーストラリアの気まぐれ」であると指弾している6)。

肯定的には，『オーストラリアにおける人権の政治学』という書名の文
献に，同国が「英語圏において強制投票を採用している唯一の国である」
という記述に続き，これにより世界最高水準の投票率や世界最低水準の投
票率の性差が達成されているという効用の指摘がある7)。やや対照的な

『政治の法』という題名の著書において，「オーストラリアは，強制の要素
を選挙の実務に取り込んでいる点においてユニークではない」という前提
認識を明示している選挙法の研究者は，しかしながら，自国が「選挙を施
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行している民主主義国のなかでも，最高に上手く確立され，実施されてい
る強制投票の制度をもっている」と評価している8)。

このような議論状況を背景としてか，連邦政府の司法省が作成して2016
年⚓月17日に提出したという第⚖回の定期報告に，はっきりと「強制投票

（Compulsory Voting）」という見出しの項目がある。この見出しのもとに横
並びの細目は，⒜「障害を理由として人々から投票の資格を剥奪する立法
の規定」，⒝「強制投票に関する立法の実際における機能」，⒞「先住民と
の効果的な協議を保障するためにとられた措置」である9)。

人権委員会による事前質問と対照してみると，その最後の「平等および
無差別，公共生活に参加する権利，ならびに，少数民族に属する人々の権
利の保護（第⚒条，第25条，第26条および第25条関係）」という複合的な項目
においては，たしかに「強制投票に関する締約国の立法の実際における機
能および規約との整合性」についての説明も要請されているから，もちろ
ん問いに対する答えにもならないほどの齟齬があるわけではない。しかし
ながら，事前質問の最後の項目を構成している⚔段落のうち⚓段落におい
て重点的に照会されているのは，報告書の細目⒞と続く⚒つの別項目に分
けて記載されている事項であり，⒜と⒝については，そのまま報告書の小
見出しに転写されている若干の文言が並んでいる程度である10)。これらを

「強制投票」という項目に包括している報告書の構成には，やはりオリジ
ナルなアクセントがある。

かくも不自然なくらいに強調されている細目⒝においては，選挙人が
「正当かつ十分（valid and sufficient）」な理由なく投票しないと処罰される
が，なればこそ「郵便投票（postal voting）」などの簡便な方法も豊富に用
意されており，そもそもが「秘密投票（secret ballot）」であるから，推奨
されているわけではないが，白票などでも義務を履行したことにはなる，
といった制度の基本構造が簡潔に説明されている。そして，連邦政府の公
式見解として，投票の義務は，納税の義務などと同列の「市民の義務

（civic duty）」であり，これが「より正確に人々の意思を反映する連邦議会
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を確保している」という確信が表明されている。
なお，報告書には選挙法の豆知識のようなことまで記載されているわけ

ではないが，納税の義務が引き合いに出されているところに少しばかり補
足すると，選挙人名簿の調製は，かねてより新規の登録や移転について申
請主義を採用しており，制度設計の思想が根本において申告納税制度に類
似している。職権主義の制度を採用するには前提として住民基本台帳のよ
うな公簿がないことにはとも推察されるが，ともあれ本人の申請を基本と
するからには，漏れるということもある11)。職権登録の制度が定着してい
ると，選挙人にならない自由を観念したりはしないものかもしれないが，
オーストラリア連邦の「強制投票」は12)，そのような自由の否定も可視化
する構造の制度になっている。

現行の1918年連邦選挙法は，議会主権を基盤とする立憲主義の構想のも
と，「民主主義の基本的権利を保護している最重要の連邦法」と位置づけ
られるが13)，第245条に「強制投票」が規定されている前提には，第101条
に基づく「登録および移転の強制（Compulsory enrolment and transfer）」が
あり14)，まずは選挙人になること自体が投票に先立つ義務として法的に構
成されている。これら法定の罰則により履行を担保されている義務と表裏
の関係にある権利については，第93条に「登録および投票の資格を有する
者」が規定されている。同条⑵項の明文により，「選挙区の名簿に名前の
ある選挙人は，投票する資格を有する」と構成されているのは15)，登録が
投票の権利を行使するために必要な手続にとどまるものではなく，権利そ
れ自体を享有するために必須の積極要件であるという旧来の発想を明確に
表現している。

自由権規約の第25条⒝号との整合性について，連邦政府の報告書は，権
利の行使が同時に義務の履行ともなる「強制投票」の選挙制度が社会の

「普遍主義傾向の強力な象徴（a powerful symbol of the universalistic nature）」
であり，なかんずく「普通かつ平等の選挙権」を規定している同号の「成
年者による普通選挙という民主主義の原理に立脚している」と主張してい
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る。誠実に遵守する締約国として，地位や属性などにより人を分け隔てる
ことなく，あまねく「選挙人の意思の自由な表明を保障する」ために，い
わば「意思の表明」に必要だが十分でない所作としての「投票」を「強
制」しているという論法なのだろう16)。

もとより同号ばかりでなく，国際人権章典（International Bill of Human

Rights）を全般的に実施すべきところ，締約国としての全豪（national）を
あげては，1973年人権法案，1985年オーストラリア権利章典法案，1988年
憲法改正（権利および自由）案が頓挫して以降に機運の再興をみない17)。下
位（subnational）の法域には，とりわけ自由権規約に列挙されている権利
に保障の根拠となる国内法規を提供すべく，それぞれの権利章典を人権立
法として制定したところもあるが，それらの自治立法や州法において第25
条⒝号に対応する条項には関係節⚑つの局所的な欠落があり，ほかでもな
く「普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ」という部分が
捨象されている。

連邦政府は，同号の文言が確定された過程において，英仏とともに，世
界人権宣言の第21条第⚓項から「普通かつ平等の選挙権」という文言まで
も引き写すことに反対を表明しており，1980年⚘月13日付の批准書を寄託
したときには，これを留保の対象に含めていたが，早くも1984年11月⚖日
には撤回している。したがって，たとえば，クウェイトが「普通かつ平等
の選挙権」に関連して，スイスが「秘密投票」の部分について，それぞれ
現在でも留保しているのとは事情が相違する18)。また，そもそも下位の法
域の権利章典に確認できるのは，あくまでも部分的な文言の脱落であり，
締約国が適用の除外や限定を明示する場合のように相応の理由が付記され
ているわけでもない。

自国の特徴を端的に指摘している国際人権法の解説書を繙くと，「投票
する権利の人権としての保護は，黙示の権利に依拠しなければならない」
と記述されている19)。明示の権利への転換を企図した1974年憲法改正（民

主的選挙）案や1988年憲法改正（公正な選挙）案は20)，いずれも国民投票に
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おいて否決された改憲案であり，オーストラリア連邦は，いまも「国民の
選挙権の保障，とくに現代民主主義の公理とされる普通選挙制については
憲法上の規定はなく，選挙権は必ずしも明示的な権利とはなっていない」
と観察される状況にある21)。

ヴィクトリア朝の末期に制定された連合王国の法律の一部として20世紀
の初日に施行された連邦憲法の第71条に基づいて「オーストラリア高等法
院と称される⚑つの連邦最高裁判所（a Federal Supreme Court, to be called

the High Court of Australia）」は22)，先年の小稿に点描した今世紀の「新局
面」において23)，ようやく「成年者による普通選挙」という不文の憲法規
範を定立している24)。このような転回の前提には，既存の「投票する権
利」条項の明文を空文と解釈する前世紀の先例の定着があり，保障される
ようになったのは，あくまで「黙示の権利」である。そして，この形式に
随伴する実質の特徴として，憲法により保障される権利の行使が同時に法
定の義務の履行でもあり，そうであるだけに過度の保障が観念され，懸念
されることもある。

権利と義務が表裏の関係にあってハイブリッドな「強制投票」型「普通
選挙」のコンセプトは，すぐれて広汎な立法裁量の所産であり，このよう
なアンビヴァレンスの基礎にあって明文を欠いているのが互換的に記され
ることも少なくない「普通かつ平等の選挙権」や「成年者による普通選
挙」である。この小稿においては，オーストラリア選挙法に特徴的なデザ
インと思しき不文の基礎を素描する。

⚒．普通かつ平等の選挙権

オーストラリア首都特別地域（Australian Capital Territory）の議会
（Legislative Assembly）が全豪に先駆けて制定した著名な法律として，2004
年人権法がある。その第17条は，「公共生活への参加（Taking part in public

life）」の規定であり，各号に列挙されている事項について，「すべての市
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民は，権利を有しており，機会を有すべきである（Every citizen has the

right, and is to have the opportunity）」という柱書きのもと，⒝号に，「選挙
人の意思の自由な表明を保障する定期的選挙において投票すること，およ
び，選出されること」が明記されている25)。

女王と上院（Legislative Council）と下院（Legislative Assembly）により構
成されているヴィクトリア州の議会（Parliament）が翌々年に制定した

「人権および責任の憲章」という名称の法律にも，同じ「公共生活への参
加」という見出しの規定がある。この憲章の第18条⑵項に列挙されている
事項を「差別されることなく」おこなうのについて，「すべての有資格者

（Every eligible person）は，権利を有しており，機会を有すべきである」と
ころ，⒜号に，「選挙人の意思の自由な表明を保障する州および地方公共
団体の定期的選挙において投票すること，および，選出されること」が明
記されている26)。

ほかには同種の法律を制定した州や特別地域がなく27)，いまでも全豪に
⚒つ限りの権利章典である28)。これらの「選挙」や「投票」に関する人権
規定が相互に近似していることは，おそらく誰の目にも明らかだろう。そ
して，自由権規約の第25条⒝号に類似していることも，しかしながら，単
純に「権利及び機会」と並列してはいないことも，なかんずく，同号の

「普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ」という部分を省
略していることも，読み比べて直ちに確認できよう。

類例として先行例でもある1990年ニュー・ジーランド権利章典法の規定
を参照すると，その第12条⒜号の場合には，「すべての18歳以上の
ニュー・ジーランド市民」を享有主体として，「平等の選挙権に基づき秘
密投票により行われる代議院（House of Representatives）の議員の真正な定
期的選挙において投票する権利」が保障されている29)。この法律のロン
グ・タイトルは，独特な箇条書きになっており，⒜「人権および基本的自
由をニュー・ジーランドにおいて確認し，保護し，促進する」とともに，
⒝「市民的及び政治的権利に関する国際規約に対するニュー・ジーランド
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のコミットメントを確認する」という立法目的を明示している。
このロング・タイトル自体を援用しながら，「投票する権利は，まず間

違いなく，自由民主主義社会において最重要の市民の権利である」が，
「この権利の重要性が確認されていることは，そのような用語により権利
章典の第12条⒜号と市民的及び政治的権利に関する国際規約の第25条⒝号
の双方が表示されていることに明らかである」と判示している高等法院

（High Court of New Zealand）の判例もある30)。オーストラリア首都特別地
域やヴィクトリア州の人権立法の規定においては，それらが類似している
自由権規約の文言から，この隣国の先行例と対照して明らかに異なる部分
が独自に省略されている。

⑴ 首都特別地域の人権法
まずは奇跡的な偶然の類似ではないという前提を確認しておくと，2004

年人権法の場合には，それ自体に大変わかりやすい「註記」がある。第⚔
条に，「この法律に含まれる註記は，説明であり，この法律の一部ではな
い」と規定されているから31)，法的に意味はないということが理解の前提
になるが，人権のカタログになっている第⚓部の標題の直後におかれてい
る「註記」によると，「これらの権利の第⚑次資料は，市民的及び政治的
権利に関する国際規約である｣32)。

まったく同じ文字列は，2003年人権法案として議会に提出されたときの
要綱にも含まれている。この立法過程における基本資料には，条文の配列
を「より論理的な順序」に並べ替えたという説明に続き，「権利は通例と
して規約と同一の用語により表記されているが，よりよく法案を作成する
ために（to improve the drafting），または，特別地域の状況における権利の
適用を明確にするために，文言に若干の調整（some adjustments to lan-

guage）が必要であった場合を除く」とも記されている。もっとも，例示
されている例外は，法案に享有の始期を「誕生時」と明記してある「生命
権」や「個人の人権」を保障しようとする法案にはなじまない「自決権」
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であり，少なくとも第17条には関係していないようである33)。審議の過程
においても修正された形跡のない第17条は34)，それ以前の起草の段階にお
いて「文言に若干の調整」を施されていたのだとしても，この種の文書に
特記されるような事項ではなかったということかと推察される。

法案が提出されたときの議事録を探して読むと，連邦や各州の首相に相
当する首席大臣のほかに法相などを兼職していた提案者が，ざっと数えて
3,000語ほどの趣旨説明をしたことが記録されており，「コモン・ローの世
界において，オーストラリアは，憲法にも法律にも権利章典のない唯一の
国である」という事実を「人権の僻地（backwater）」という言葉も使用し
て強調しながら，直近の選挙における主要な公約でもあった立法の意義を
主唱していたことが確認できる。この演説においては，「基本的権利に対
する制限は，できる限り狭く解釈されなければならない」が，国内法とし
て明文化するにあたり，「市民的及び政治的権利に関する国際規約に依拠
することにより，法案の諸原理が確立された人権法に即応して解釈される
ことを確保することができる」とも主張されており35)，このとおり母法が
特定されている。

より意欲的に，あわせて経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規
約にも準拠することを勧告していた諮問委員会の答申文書には，人権法案
に盛り込まれるべき権利の取捨選択をめぐる熟議の過程が詳細に記録され
ており，その作業の結論を記述している部分においては，自由権規約と社
会権規約に規定されている権利が「一般的な用語により表記されている」
から，それらの編入にあたり「文言の若干の変更（some modification of the

language）が必要となる」ということも付記されている36)。もっとも，こ
の文章の後に続く例も，法案の概要を説明する文書にあるのと同種であ
り，およそ「公共生活への参加」には関係なく，第17条の原案の策定にあ
たり自由権規約の第25条⒝号の「普通かつ平等の選挙権」が「秘密投票」
とともに割愛され，あるいは捨象された理由を説明するような種類のもの
ではない。
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諮問委員会の委員長を務めていた国際法の研究者は，起草作業を回顧し
て，「国際条約が保護される権利のカタログの基礎として利用されたのは，
主として，よりよくあつらえられて現代的な（more tailored and modern）

権利のセットが考案されたのでは，連邦政府が特別地域の立法を覆すこと
のできる憲法上の権限を発動するのではないかという懸念があったからで
ある」と述べている37)。連邦憲法の第122条前段に，「議会は，州により譲
渡され連邦により受領された特別地域の統治について，法を定めることが
できる」などと規定されており38)，連邦議会が制定した1988年オーストラ
リア首都特別地域（自治）法のもと39)，諮問委員会の答申文書には，こと
さら「国際連合の二大人権条約に定められている権利を実施する」のも

「立法権を有する限りにおいて」という当然の事項が慎重に明記されてい
る40)。

諮問委員会の提言からも権利の範囲を限定して，ほとんど自由権規約の
みに準拠したカタログを仕立てた法案には，ちょうど10年前の意欲的な取
り組みの失敗を教訓にして捲土重来を企図していたという事情もあり41)，
まずは国内初の権利章典を後顧の憂いなく無難に制定すること自体を最優
先課題にしていたのだと理解することができる42)。このような観点から少
しばかり振り返っておくと，すでに頓挫していた同種の試みのなかには，
とりわけ「普通かつ平等の選挙権」の国内における法定に失敗していたも
のもある。

オーストラリア連邦の場合には，1972年12月18日に署名された⚒つの国
際人権規約のうち社会権規約が1975年12月10日に批准され，こちらについ
ては翌年の発効の直後から加盟国となっているが，自由権規約が批准され
たのは大幅に遅れて1980年⚘月13日である。両条約に署名の翌年には，し
かしながら，もっぱら自由権規約の諸規定を国内法に転写しようとする
1973年人権法案が連邦議会の上院に提出されている。この法案のロング・
タイトルには，わかりやすく，「市民的及び政治的権利に関する国際規約
を実施する法律」と明記されていた。
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この法案の第15条⑵項に，「女性は，男性と等しい条件において，差別
されることなく，法に定められる公職を務め，すべての公的な職務を果た
す資格を有する」と起案されていたあたりは，ことによると斬新であった
のかもしれない。しかしながら，同条⑴項⒝号を自由権規約の第25条⒝号
と対照すると，両者の文言には一字一句の相違もない43)。

提出時の議事録の記載によると，翌々年に高等法院の裁判官に転身した
当時の法相が提案理由を説明しており，ちょうど「世界人権宣言の採択か
ら25周年」の節目という「現在の法案の主眼は，市民的及び政治的権利に
関する国際規約を実施することにある」と明言している。当時の人権状況
を概括するなかには，「各人が自由かつ平等に投票する資格を有するとい
う民主主義の考えが，我々の選挙法における議員定数配分の働きにより否
定されている」という認識も明示している。法案の構成を説明して，「現
在は正規の立法により対象とされていない数多くの非常に重要な分野にお
ける基本的な権利と自由」を列挙しているところでは，第15条⑴項⒝号の

「普通かつ平等の選挙権」にも言及しているが，とりわけ個別的に強調し
ているのは同条⑵項の「女性の権利」である44)。

もしも「普通かつ平等の選挙権」という文言を国内法に移植しようする
相対的に地味な試みが廃案になった原因の⚑つであったのなら，ちょうど
30年後の首都特別地域の2003年人権法案は，連邦の1973年人権法案の轍を
踏まないで「よりよく法案を作成するため」に，この文言を盛り込まれな
かったのだと推察することもできよう。しかしながら，管見の限り，かく
も蓋然性に乏しい架空の教訓により「若干の調整」や「若干の変更」が施
されて「普通かつ平等の選挙権」が消されたのだと考えるのには，根拠が
なく無理がある。

たとえば，1985年オーストラリア権利章典法案の第⚘条に収められてい
た権利章典の第⚖条⒝号を1973年人権法案の第15条⑴項⒝号と対照する
と，ともに「普通かつ平等の選挙権」を明記している両者には，読点の有
無など，邦訳すると雲散霧消してしまいかねない程度の微細な相違しかな
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い45)。後者の廃案の教訓が局所的に反映されていたのは，むしろ前者に⑵
項がなく「女性の権利」としても法定しようとする機運が雲散霧消してい
たところだろう。再度の廃案についても，およそ「普通かつ平等の選挙
権」という文言を敗因に特定して説明するような資料は，まったく見当た
らない。

⑵ 人権および責任の憲章
ヴィクトリア憲章の第18条⑵項⒜号の場合は，諮問委員会により起草さ

れた原案と比較すると46)，「州および地方公共団体の」という限定の文言
が追加されているが，これ以外の相違は，第17条⑵項⒜号の位置から繰り
下げられた条名の番号のみである。いずれも法案として提出される以前の
作業の成果であり，その後には何らの修正も施された形跡がない47)。

法案の概要を説明する文書は，下院に提出された段階，提案理由が説明
された段階，可決されて上院に回付された段階の⚓つの版が公表されてい
るが，試みに読み比べてみても変わっている点に乏しい。これらの文書の
冒頭に，「憲章により保護される人権」が「主として1966年市民的及び政
治的権利に関する国際規約に由来する」という簡潔明瞭な出典表示があ
り，第18条の「公共生活に参加する権利」の規定については「規約の第25
条を模範にされている」という単純明快な趣旨説明がある。法案に列挙さ
れている権利が「通例として規約と同一の用語により表記されている」と
いうのは，2003年人権法案の概要を説明する文書と完全に同一の文言であ
り，その例外として，「よりよく法案を作成するとともに，ヴィクトリア
州の状況における個別の人権の適用を明確にするために，文言に若干の調
整が施されている」というのも，ごく微妙にしか相違していない48)。この
ような立法資料の記述を読む限りにおいては，2004年人権法の制定が踏襲
されるべき模範的な前例として言及されているわけでもないが，ほかの資
料には，そのこと自体を明示しているものもある。

当時の法相が提案理由を口頭説明した記録として5,000語ほどの文章が
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あるので，あわせて議事録の記述を参照してみると，こちらには，「ほか
の法域の場合と同様に，市民的及び政治的権利に関する国際規約が法案に
定められている権利の出発点となっており，それゆえ，この法案がオース
トラリア首都特別地域やニュー・ジーランドなどの場所における人権文書
と整合的になっている」という言及もある。してみると，これに続けて，

「規約の権利のなかには，既存のヴィクトリア州法との整合性を確保する
ために，法案により変更されている（modified）ものもある」と述べられ，

「場合により，規約に含まれている権利や権利の一部が憲章においては省
略されている（omitted）」と述べられているのも，おそらく2003年人権法
案の作成作業と大差ない事情を簡略に説明しているのだろう。さらに続け
ては，「オーストラリア国内にも，国際的にも，権利の内容に関してコン
センサスが欠けている場合には，あるいは，権利が連邦の管轄事項に及ん
でおり，したがって州の立法に不適切である場合には，その権利は，この
法案には含まれていない」とも述べられている49)。

州法の場合には，もちろん連邦憲法の第122条前段に基づく連邦議会の
介入が懸念されることはないが，もとより第109条に，「州の法が連邦の法
と整合しないときは，後者が優越し，前者は，整合しない限りにおいて無
効となる」と規定されている。権利のカタログが起草された段階におい
て，やはり州法の自己抑制が働いていたのだと察せられる。

採決に先立つ反対の討論のなかには，とくに第18条⑵項を指して，「権
利の憲章は，この政府により，すべての人々に権利の平等を保障するため
ではなく，一部の個人や少数者集団の権利を増強するために立案されてき
たように思える」と述べているものもある50)。しかしながら，おそらくは

「差別されることなく」という文言を，独自の解釈により俎上に載せてい
たのであろう。少なくとも，自由権規約にあって2004年人権法になく，こ
のとき審議されていた法案にもなかった「普通かつ平等の選挙権に基づき
秘密投票により行われ」という部分の消失理由には無関係だと考えられ
る。何しろ諮問委員会の草案にも含まれていなかった文言なのであるか
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ら，それを微修正した法案をめぐる審議の過程においては，まったくの沙
汰なしも自然である。

諮問委員会の委員長を務めていた憲法研究者は，「市民的及び政治的権
利に関する国際規約にある権利のなかには，変更されているものもあり，
含まれていないものさえある」と説明しているが，このような説明がなさ
れているのは，「もっとも論争の余地のある⚒つの乖離」として「生命権
と自決権」を例示している文章であり51)，第18条⑵項⒜号の文言への言及
は皆無である。ヴィクトリア憲章の制定後まもなくの時期に，その「起源
と射程」を解説している文章であるから，「普通かつ平等の選挙権」や

「秘密投票」の省略が特記事項ではなかったことの証には加えることくら
いはできようか。

諮問委員会の答申文書の第⚒章「どの権利を憲章は保護すべきか」に
は，いわば実体規定の各論として，草案の人権規定を逐条解説している部
分があり，さすがに自由権規約の「第25条が変更されている」という記述
もある。しかしながら，「すべての市民」という条約の文言を「有資格者」
に置換して享有主体を限定したことのほかに変更点として列挙されている
のは，このような限定のない⑴項を別に設けて「人々が自分たちの生活に
影響する公的な決定に参加する権利を有すること」を抽象的な文言により
起案したことや⑵項⒜号に基づいて「投票する」ときばかりでなく⒝号に
基づいて「アクセスする」ときにも権利や機会の享受が保障されると追記
したことである52)。説明されているのは，このとおり限定や追加による文
言の変更であり，模範としていた条約の文言の消除ではない。

もっとも，自由権規約に規定されている諸権利を「出発点」として選択
することが勧告されている総論の部分にも着目してみると，「必要な場合
には，文言は，オーストラリア首都特別地域の2004年人権法に使用されて
いる文言に合わせるかたちで現代化される（modernised）べきである」と
も書かれている。この勧告事項の根拠として採用されているのは，自由権
規約が「1960年代に起草された」ということから，すでに「古びて（out-
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dated）おり，ヴィクトリア州法には適切でない若干の文言」を「新しく
される（updated）必要がある」という意見である。たとえば「規定を性別
に中立にするために」ということだけが書き添えられているが，まさか随
所に代名詞を追加した程度の単純作業を説明しようとしているのではない
かもしれない。また，これに関連しては，2004年人権法が先行して準拠し
ている自由権規約ではなく，むしろ2004年人権法それ自体を「オーストラ
リアにおいて権利を保護する統一的な取り組み方を促進するための出発
点」にすることを主張する意見も寄せられていたらしい。国内の人権法が
相互に「整合しているべきであり，同一の権利を保護するには同一の文言
を使用しているべきである」という意見は，多く寄せられていたと記され
ている53)。

ヴィクトリア憲章の制定から10年を経て，諮問委員会の委員長を務めた
憲法研究者は，連合王国における「権利章典論議」に向けて「オーストラ
リアからの教訓」を述べている共著の学術論文にも，少し趣の異なる単著
の学術論文にも，全豪に⚒つの権利章典に「単純にコピーされたのではな
い」という自由権規約の「権利は，それらがオーストラリアの法規範やコ
ミュニティの規範と調和するかたちで定められるように，ところどころ変
更されており，あるいは，規約が1966年に起草されて以降の新たな技術の
発展に合わせて新しくされている」と記している54)。この説明に続く例示
の文章も双方に共通しているが，「普通かつ平等の選挙権」を「秘密投票」
とともに削り落としたことには言及されていない。もとより「新たな技術
の発展に合わせて」というのにはフィットしないように感じられる事項で
あるが，それでも特記事項にならない程度に「新しくされている」という
ことなのかもしれない。

オーストラリア首都特別地域の立法過程の記録を見渡しても，2004年人
権法が模範とした自由権規約について文言の鮮度を気に病んだような記述
はない。その諮問委員会の委員長を務めていた国際法の研究者が後に述べ
ているのも，先に引いたとおり，もっぱら連邦制度による制約に配慮し
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て，斬新なカタログの採用を断念したという事情である。もう⚑つの権利
章典であるヴィクトリア憲章の草案を準備した諮問委員会の答申文書や委
員長の文章から推理して，ようやく間接的に推定できるのは，もとより
2004年人権法の起草作業においても自由権規約の文言の「現代化」までは
断念されていなかったという当然といえば当然の事実のみである。

もっとも，この程度の推察が結局のところ正鵠を射ているとしても，字
面の謎が解けるわけではなく，むしろ深まるばかりである。くしくもヴィ
クトリア州の先住民族の女性が「普通かつ平等の選挙権」の保障を請求し
た連邦の法廷において「成年者による普通選挙」が規範として承認された
のは，おりしもヴィクトリア憲章が制定された翌年のことである。先年の
小稿に瞥見してみた憲法判例の「新局面」には，このような文脈におい
て，あるいは文言の「現代化」に対する逆コースのような趣があったのか
もしれない。

⚓．成年者による普通選挙

連邦を構成している各州の憲法と同様に権利章典の部分がない連邦憲法
の第41条は，「州の選挙人の権利」に関する規定である。「州の議会の議員
定数が多い方の議院の選挙において投票する権利を有し，または，得る成
年者は，その権利が存続する限り，連邦の法により，連邦議会の各議院の
選挙において投票することを妨げられない」と定められている55)。見出し
のとおり，もっぱら州法に基づいて「投票する権利」を連邦の選挙につい
て保障するという特殊な構造であるが，連邦憲法には，これ以外に「投票
する権利」の明文がない。

関連する条項としては，第⚘条の本文に，「上院議員の選挙人の資格は
……この憲法または議会により，下院議員の選挙人の資格として定められ
る」と規定されている56)。そして，同条の参照先でもある第30条の本文
に，「議会が別に定めるまで（Until the Parliament otherwise provides），下院
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議員の選挙人の資格は……州の法により，州の議会の議員定数が多い方の
議院の選挙人の資格として定められる」と規定されている57)。なお，憲法
典の最終章に⚑つ限りの最後の条文という位置にあって「修正（amend-

ment）」ならぬ「改正（alteration）」の手続や要件を規定している第128条
には58)，国民投票において改憲案に対する賛否を問われるのが，「下院議
員の選挙について投票する資格を有する選挙人」であると規定されてい
る59)。

字面を単純に対照すると，第⚘条や第128条が準拠している第30条の
「選挙人の資格」規定は，暫定であることを明確に自己規定しているが，
第41条の「投票する権利」規定には，連邦憲法の全体を通じて20箇所あま
りに頻用されている「議会が別に定めるまで」という常套句が活用されて
いない。この文言の有無に執着すると，たとえば，連邦の法律に対して横
出しとなる州法があるとき，前者に規定されている「選挙人の資格」がな
くても，後者に基づいて「投票する権利」があれば，連邦憲法の改正手続
には参加できないが，「連邦議会の各議院の選挙において投票することを
妨げられない」ということになる。

あってもなくてもよい「選挙人の資格」を帰結するような憲法解釈は，
いかにも諧謔的に過ぎよう。さりとて第41条にも「議会が別に定めるま
で」という文言があると，そもそも「連邦の法により……妨げられない」
という憲法規定に何の意味や効果があるのかという論理的に当然の疑問が
生じよう。

通俗的に通説判例と呼称することもできそうな斯界の「通念（conven-

tional wisdom）」に昇華されているのは60)，制憲の直後に当座の役割を終え
て効力を失った経過規定であるという解釈である。このような意味におい
て憲法の明文に「投票する権利」の保障の根拠がなく，あくまでも不文の

「成年者による普通選挙」が基礎として定着しているところに，これまで
のオーストラリア選挙法の特徴がある。
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⑴ 連邦結成の歴史的事情
連邦憲法が制定された時代から定番とされてきた浩瀚な註釈書を繙く

と，第⚑次憲法制定会議において1891年⚔月⚙日に採択された草案の第25
条には，この段階でも別所には多用されていた「議会が別に定めるまで」
という文言がなかった。しかしながら，1897年⚓月22日から開催された第
⚒次憲法制定会議に提案された時点における草案の第29条には，この文言
が追加されており，それが成案の第30条に残された61)。

幕間の舞台裏において「秘密委員会」を仕切り，連邦議会の法律事項へ
の転換を主導したのは，バートン（Edmund Barton）議員である62)。連邦
結成の暁には初代の首相と外相を兼ね，続いて高等法院が当初⚓名の裁判
官の体制により始動するときには政界を去り陪席に就く人物である。

第51条に基づく「議会の立法権」が（xxxvi）号の「この憲法が議会が別
に定めるまでを規定する事項」について最初に発動されたのは63)，当然の
ことながら，1901年⚓月29日の金曜日から翌日の土曜日にかけて施行され
た初回の選挙を終えた後のことである。そうした最初期の連邦法のなか
に，わずか⚕か条の1902年連邦選挙権法がある。ロング・タイトルも長く
はなく，「統一連邦選挙権（an [sic] Uniform Federal Franchise）を定める法
律」という。

第⚒条に，「この法律は，現在の下院が存続する間に生じる下院の欠員
を補充する新たな議員の選挙には影響しない」と明記されていた64)。下院
にありえた補欠選挙にも適用されないというかたちで初回の選挙には遡及
しないことが徹底されていたところにも，連邦憲法の第30条の成立事情が
反映されていたのだろう。

議会主権を基本原理とする立憲君主制の連邦国家そのものにも，その立
法府である連邦議会にも前身がなかったということは，選挙の要領を規定
する立法の前提にも，まずは初回の選挙の結果が必要であったということ
を意味する。第30条の「議会が別に定めるまで」以外の部分が，もっぱら
初回の選挙の準備であったとすると，第41条の特殊な構造に基づいて州法
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の先占が末長く担保されるようなことは，もとより期待されていなかった
ようにも推察されよう。しかしながら，制憲過程を記録している公式の史
料を調査してみても，そのような原意が明確に記録されているわけではな
いようである65)。

第⚑次憲法制定会議において採択された草案には，そもそも第41条の原
型らしきものさえも存在しない。第⚒次憲法制定会議の審議の過程におい
て同条が追加されることになった発端は，そこに提案されていた第29条に
ついての修正動議にあるということが，1897年⚔月15日の木曜日の議事録
に確認できる。すでに「議会が別に定めるまで」という文句が冒頭に追加
されていた第29条の「選挙人の資格」規定の述部を全面的に変更して，

「満21歳以上の男女で，⚖か月以上その氏名を選挙人として登録されてい
るものは，すべて選挙人とする」という条項に改変しようとした提案であ
る66)。

修正動議を提出したホルダ（Frederick William Holder）議員は，このと
き首都アデレイドが憲法制定会議の開催地になっていたサウス・オースト
ラリアの元首相である。やがて同職に返り咲いた後には，連邦議会の初回
の選挙に出馬して初代の下院議長となる。当時のサウス・オーストラリア
には，すでに女性の市長も誕生していたニュー・ジーランドに引き続き，
投票による参政の積極要件について性別による限定を解除したばかりとい
う重大な事情があった。

現行の1934年州憲法の第48条には，きわめて特徴的な「女性の選挙権」
という見出しのもと，「女性は，議会の選挙において，男性と同一の資格
と方法により投票する権利を有しており，これを行使することができる」
と規定されているが67)，このような規定ぶりの起源は，「1894年憲法修正」
にある。この法律らしからぬ名称は，全⚕か条の最後の第⚕条に規定され
ていたショート・タイトルであり68)，ロング・タイトルは，より厳密に

「憲法を修正する法律」といったが，史料名として一般的なのは，おそら
く「1895年憲法（女性の選挙権）法」である。現行憲法の第48条の文言は，
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この「女性の選挙権」法の第⚒条に近似しているが69)，まったく相違がな
いわけでもなく，現行規定においては「投票する権利」の部分が「ここに
与えられる権利」と表記されていた。反復法の修辞の第⚑条に，「上院議
員として議会に選出される者に投票する権利，および，下院議員として議
会に選出される者に投票する権利は，ここに，女性に及ぼされる」と規定
されていたからである70)。

第⚓条に目を転じると，「憲法，選挙法その他の法律は，すべて，この
法律の施行に必要な限りにおいて，ここに修正される」と規定されていた
が71)，ここまで概括的に規定するばかりでは済まなかったらしく，第⚒次
憲法制定会議が開催される前年に制定された1896年選挙法典の第14条と第
15条に，それぞれ上院と下院の選挙における投票に必要な資格が明記され
ている。これら双方の条項に共通の文言は，「サウス・オーストラリアに
居住する21歳の英国臣民で……選挙人名簿に⚖か月登録されているもの」
である。原文には年齢や期間について「以上」と逐語訳されるような表現
もないが，性別が限定されるような単語もない72)。憲法制定会議の議員を
選出したときに投票したのも，このような積極要件を充足する両性の人々
である73)。

第⚒次憲法制定会議において，このような背景から提出された修正動議
が受け入れられず，もとの条文案が大差により可決された直後に，ホルダ
議員が「妥協」による「別の修正案」として再提案したのが，「現に投票
する権利を有する選挙人は，その権利を奪われない」という簡素な条項の
新設である74)。これにも「議会が別に定めるまで」という文言を付け加え
ようとする意見が寄せられたのを退けて75)，ホルダ議員が，「投票する権
利を有する選挙人は，連邦議会により，その権利を奪われない」と換言す
ると76)，バートン議員が，「州の議会の議員定数が多い方の議院の選挙に
おいて，連邦の結成のときに投票権を有し，または，その後に得る選挙人
は，下院の選挙において，その権利を行使することを妨げられない」とい
う文言を起案している77)。これを憲法案に挿入することまでは，同日のう
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ちに，僅差の表決により決定されている78)。
早くも翌週の木曜日には，バートン議員が「その資格が存続する限り」

という文言の挿入を提案して承認され79)，州法上は権利を喪失しても連邦
議会の選挙のときばかりは引き続き行使できるという奇妙な場合が発生し
ないように補正されている。このように想定外の事態の発生を防止するた
めの合意がなされた前提には，明確に共有されていた想定内の事項があっ
ただろう。

さらに補正を重ねられた挙句に「選挙人の資格」規定から分離される
が，第41条の原点に示唆されているのは，すでに性別による制限を撤廃し
ていたのが，第⚒次憲法制定会議には参加しなかったニュー・ジーランド
を除くと，サウス・オーストラリアのみであったという当時の状況であ
り80)，大陸内の脱落を回避して連邦を結成するためには，暫定的に各法域
の選挙法を互いに認め合うほかなかったという事情である81)。1897年⚔月
22日の木曜日のうちには，このような事情が，さらに憲法改正の成立要件
にも反映されている。

第128条に国民投票の集計方法が「議会の定める方法」によると規定さ
れている部分には，「ただし，下院議員の選挙人の資格が連邦を通じて統
一になるまで，成年者による選挙がおこなわれている州においては，改正
案に賛成または反対の投票をする選挙人の半数のみが算入される」という
経過規定もある。直後には，「過半数の州において投票する選挙人の過半
数が改正案を承認し，投票する選挙人の総数の過半数も改正案を承認する
ときは，その改正案は，女王の裁可を得るために，総督に提出される」と
規定されている82)。

これら一般に二重の多数（double majority）という言葉で説明される可
決の要件のうち，前者の「過半数の州において投票する選挙人の過半数」
という要件については，各州の投票資格が不揃いでも集計は州別に完結す
るので相互に影響しないが，後者の「投票する選挙人の総数の過半数」と
いう要件については，各州の集計の結果が合算されるから，ただし書に基
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づき「半数のみが算入される」のでないと，すでに両性の「成年者による
選挙」が実現されていた州の有権者の集団に，ほかの州との人口比から計
算されるよりも格段に多大な構成比を配分することになる。

審議の過程においては，両性の「成年者」を素朴な概算により同数とみ
なしている単純な前提が粗雑だと批判されており，代替案として，全豪に
おける男性票の「総数の過半数」が正確に計算できるように，サウス・
オーストラリアには女性専用の投票箱や性別により色分けをした投票用紙
を準備すればよいという趣旨の発言も複数が記録されているが，これらも
批判にさらされている。第41条の原案を提供したホルダ議員が，これらの
代替案の意も汲む「最善案」として主張を貫き83)，第41条の文案を作成し
たバートン議員が，同夜の審議の終了間際に書き下ろしたのが「半数」条
項である84)。この条項にも「議会が別に定めるまで」とは暫定されにくい
事項が規定されており，ことさら端的に「下院議員の選挙人の資格が連邦
を通じて統一になるまで」の経過規定となっている。

もっとも，バートン議員は，熟議の舞台がサウス・オーストラリアのア
デレイドからニュー・サウス・ウェイルズのシドニーを経てヴィクトリア
のメルボルンに移った後，第⚒次憲法制定会議の最終日に，自身が第128
条の「半数」条項よりも先に起案した第41条について，経過規定ではない
という理解を促進するような発言をしている。1898年⚓月17日の木曜日の
議事録に，憲法案の趣旨を最終確認しようとする長大な演説が記録されて
おり，その冒頭の部分に，第41条の法意に関係する80語あまりの長い文が
ある。

無理のない範囲において区切りながら邦訳すると，概ね次のようになる
だろう。「この憲法案には，1891年の憲法案にはまったく存在しなかった，
選挙人の利益になる規定も含まれている。投票権が与えられた場合におけ
る，この権利の保護の規定である。すなわち，この憲法の成立のときに，
または，その後いつでも（or at any time afterwards），自身の（his）植民地
または州において下院について投票する権利を取得している成年者は，連
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邦議会の制定法により，その権利を奪われない｣85)。ときには代名詞⚑つ
が選ばれるのにも小さからぬ意味があろうが，ここに引用しているのは，
第41条が制憲直後の初回の選挙に適用を限定される規定として用意された
のではなく，むしろ「その後いつでも」の発動を予定されていたのかもし
れないという可能性の傍証である。

制憲過程の最終盤において批准投票が実施され，サウス・オーストラリ
アと次いで憲法案の確定後に性別不問へと転換したウェスタン・オースト
ラリアに限っては両性が参加したが，このとき全豪の賛成票すべてに，第
41条の法意をめぐり，あたかも申し合わせたかのように同じ思いが込めら
れていたということなどは，およそありそうもないことである以前に，も
ちろん検証のしようもないことである。そのような意味における憲法規定
の原意は，もとより確定しようもなく，したがって援用すべくもない。

1897年⚔月15日の木曜日の議事録に記載されている第41条の原型は，当
時の期待に違うことなく，1902年連邦選挙権法に基づく「統一連邦選挙
権」に反映されており，それ以後，ことさら連邦憲法に基づいて性別によ
る制限選挙への逆行を阻止しなければならないような事態が発生したこと
はない。しかしながら，憲法案の発議の段階における最後の趣旨説明に
は，とくに異論が表明されておらず，最終日の議事録からは，同条が経過
規定として成立したのではないという議場の共通認識を推知することも無
理なく可能であろう。

連邦法からの保障を規定している第41条に「議会が別に定めるまで」と
いう文言がないのは，あると論理的に破綻してしまうからだとも理解でき
ようが，性別について明瞭に「普通選挙」志向の原型を直截に反映しない
文言に確定されたのには，法令用語の修辞の限界ばかりでなく，発議段階
の趣旨説明に表現されているような意図があったのかもしれない。それで
も経過規定として共時的に解釈されるべきなのか，それとも恒久規定とし
て通時的に解釈されるべきなのか，という問題がある。
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⑵ 憲法解釈の現代的転回
連邦議会が最優先に制定した法律の⚑つである1902年連邦選挙権法の第

⚓条に，「男女の別および婚姻の有無にかかわらず，すべての21歳以上の
者」は，⒜「継続して⚖か月オーストラリアに居住している」こと，⒝

「出生または帰化により国王の臣民である」こと，⒞「いずれかの選挙区
の選挙人名簿に氏名がある」こと，という⚓項目を同時に充足する場合
に，「上院議員および下院議員の選挙において投票する資格を有する」と
規定されていた86)。第⚒次憲法制定会議においても期待されていた，これ
が最初の「連邦統一選挙権」の積極要件である。

続く第⚔条が消極要件の規定であり，第⚑項には，投票の欠格事由とし
て，事理を弁識する能力が不足する場合や法定刑が⚑年以上の犯罪により
自由刑に処せられる場合などが列挙されていた。そして，第⚒項に，

「オーストラリア，アジア，アフリカ，または，ニュー・ジーランドを除
く太平洋諸島の先住民は，憲法第41条に基づいて選挙人名簿に氏名を登載
される資格を有するのでない限り，その資格を有しない」と規定されてい
た87)。第41条の「投票することを妨げられない」という保障は，投票それ
自体ではなく選挙人登録の資格を保護するというかたちに変換されていた
が，この登録についての欠格条項は，そもそも性別に関係なく，また，と
くに暫定の文言でもなかった。

連邦憲法の「歴史と原理と解釈」の概説書が⚑つの段落の⚒つの文にま
とめている簡潔な説明によると，「第41条の直接の目的は，サウス・オー
ストラリアにおいては1894年に，ウェスタン・オーストラリアにおいては
1899年に，投票する権利を獲得していた女性たちの投票権を保護すること
にあった」。そして，同条は「⚔つの州において投票する資格を有してい
たアボリジニの人々の既存の投票権を保護する働きもしていたが，この権
利を有していることや行使する機会があることは，ほとんど誰も知らな
かった｣88)。

狭く「直接の目的」だけが広く知られていたのには，1902年連邦選挙権
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法の第⚔条第⚒項や連邦憲法の第41条それ自体の文言にもかかわらず，制
憲時の妥協策として成立したという事情が適用範囲を限定する方向に作用
していたのだろう。さすがに「女性たちの投票権」限定という解釈では，
文言から乖離してしまうが，1902年連邦選挙権法が制定されるまでの暫定
という解釈は，たとえば，先に繙いた最初期より定評のある註釈書にも示
唆されている。

インド出身の移民がサウス・オーストラリア州法に基づいて「投票する
権利」を取得していた事案について内務省の高官から第41条の解釈を照会
された司法省の高官は，「いまだ司法判断の主題になったことがない」と
いう前提のもと，1914年⚗月27日付の書面に自説を提示している。後年に
は初代の副大臣（Solicitor-General）となり，現在では司法省の庁舎（Rob-

ert Garran Offices）に名を残しているが，制憲の過程においては第41条の
起案も補助するなど事務局の要を務めており，連邦結成の前後を通じて法
制局の長のような働きをしていた人物である。そして，第⚒次憲法制定会
議の議事録にも登場する博士との共著が，現在でも高等法院の判決などに
頻用される定番の註釈書である89)。

第41条を「解釈する難しさ」について詳しくは共著の該当箇所を参照す
るようにと指示しながら，「第41条は……第30条に照らして読まれなけれ
ばならない」と回答している。そして，「第41条の意図は，第30条に定め
られている暫定的な選挙権に基づき，州法上の権利により連邦の選挙にお
いて投票する権利を（連邦の成立のときに）有し，または（議会が選挙権法を

制定する前に）得る選挙人が，その権利を連邦の法により奪われない，と
いうことにある」と解説している90)。第41条に「議会が別に定めるまで」
という句を読み込むのに等しく，同条の適用範囲を時間により限定する解
釈であるが，およそ70年後に「司法判断の主題」となるまでは，むしろ限
定解釈を採用せず，前提にしない意見が高等法院の判決に散見される。

最初の連邦議会により1902年連邦選挙権法に続いて1902年連邦選挙法が
制定されると91)，それが頻繁に増補改訂されるようになるが，そのうち
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1911年連邦選挙法により永久据置型に転換された選挙人名簿への「強制登
録」の制度が導入された92)。1924年連邦選挙法のロング・タイトルは，

「強制投票の規定を設けるために1918〜1922年連邦選挙法を修正する法律」
といい，これにより「正当かつ十分な理由なく選挙において投票しない」
という不作為を「有罪」の構成要件として，違反には罰金「⚒ポンド」の
制裁を用意する制度が導入された93)。なお，通貨が豪ドルに移行されるの
は，はるか後年のことである。

資本主義の終焉を目指していた社会主義政党の党員が，連邦議会の上院
選の候補者に資本主義の支持者しかいないという理由により投票しなかっ
たことから，免責事由としての「正当かつ十分な理由」の解釈適用が，や
がて刑事事件の主要な争点となった。1926年10月11日のジャド対マキオン
事件判決において，⚖名の裁判官が免責事由に不該当と判定しているが，
同時に主張されていた1924年連邦選挙法の制定による連邦議会の権限逸脱
については，全⚗名の裁判官が一致して否定している。

第⚒次憲法制定会議にも議員として臨席していたアイザクス（Isaac

Alfred Isaacs）裁判官は，このとき，「公務の遂行の強制（compulsory per-

formance of a public duty）は，その遂行の過程における行動の自由と完全
に整合する」と判示している。その前提として，「選挙権が権利だとみな
されるのにふさわしかろうということに，まったく疑問はない」と明言し
ている部分においては，これを「最高（highest nature）の政治的権利であ
る」と位置づけるにあたり，とくに「憲法は第41条において『投票する権
利』に言及している」と指摘している94)。いまも「強制投票」の合憲判決
として全豪の裁判所が先例とするジャド事件判決には95)，硬性憲法の規定
に基づいて「州の選挙人の権利」が保障されるのが，議会により「統一連
邦選挙権」が法定されるまでの経過措置ではなかったという認識が素朴に
表示されている。

第41条の「成年者」という文言の解釈が最大の争点となった事案の判決
にも，同様の認識の意見が表示されている。1973年連邦選挙法のロング・
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タイトルは，その内容を簡潔明瞭に要約して，「議会の選挙についての登
録，投票および立候補の年齢資格を18歳に引き下げる法律」というが96)，
この連邦法に多少とも先行して成年年齢を引き下げる州法もあった。サウ
ス・オーストラリア州において1934年憲法の「21歳」規定が「18歳」に修
正されるとともに97)，1970〜1971年成年年齢（引き下げ）法が制定され，
その別表第⚗部の規定により1862年投票法の第⚙条の「21歳」という文言
が「18歳」に修正されると98)，ちょうど18歳であった同州の法相の娘が，

「連邦議会の各議院の選挙において投票することを妨げられない」という
連邦憲法の第41条に基づく保障を求めたという事案である。

このような訴えを退けた高等法院のキング対ジョンズ事件判決は，同条
の「成年者」という文言の解釈を主要な争点として，この用語が意味する
年齢は制憲の時点から「21歳」のまま変遷していないという判断を根拠と
している。しかしながら，1972年⚙月⚑日に公表された各裁判官の意見の
傍論部分までを点検してみると，第41条が通用していることを率直に肯定
したり，そのことを当然の前提にしたりしていることがわかる99)。

たとえば，バーウィク（Garfield Edward John Barwick）首席裁判官は，
「憲法の制定の後に定められた州法に由来する選挙権が第41条の射程に収
まるという想定」を「いま解決する必要のない解釈の問題」と位置づけて
いるが，「考えるに，第41条は，主として議会が連邦選挙権を決定する法
を定めたときに働くように意図された憲法の恒久規定である」とも判示し
ている100)。メンジーズ（Douglas Ian Menzies）裁判官は，より明快に，「第
41条の性格は，恒久的な憲法規定のそれである」と主張しており，さらに
重ねて，「憲法の成立から連邦法の制定までの期間について暫定的な取り
決めをした規定ではない」とも強調している101)。

ギブス（Harry Talbot Gibbs）裁判官は，規定の文理を重視して，「第41
条の保護が憲法の制定された日に州の選挙において投票する権利を有して
いた者にのみ与えられるのだとすると，21歳未満の者は当時その投票する
権利を有していなかったのであるから，『成年』者でなければならないと
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いう資格を加えることは不必要であっただろう」と判示している102)。ス
ティーヴン（Ninian Martin Stephen）裁判官の意見は，冒頭からジャド事件
判決におけるアイザクス裁判官の「最高の政治的権利」という言葉を引用
しており，第41条に基づく「憲法上の保障」の「絶え間ない働き」を前提
に同条の「成年者」という文言を解釈している103)。

キング事件判決の直後に高等法院の空席を埋めたメイスン（Anthony

Frank Mason）裁判官は，⚓年後のマキンリ事件判決において，はじめて
議員定数不均衡の問題が裁かれたとき，第30条の「選挙人の資格」規定な
どが，「議会が別に定めるまでは州法により，あるいは，第41条に含まれ
ている禁止にのみ服する連邦議会の法により，人々が投票する権利を剥奪
されることがある，ということを認めている」と述べている。もっとも，
このように第41条が経過規定ではないことを当然の前提にしている文理解
釈の直前においては，「憲法が成年者による普通選挙を保障したり要請し
たりしていない，ということに注意しなければいけない」と喚起してい
る104)。

バーウィク首席裁判官の意見にも異口同音のような部分があり，「第30
条は議会が立法すべき事項にしても何か特定の選挙権を定めることを要求
してはいないが，第41条は定められてもよいことに限界を設けている」と
いう認識が提示され，第41条の解釈についてキング事件判決を参照するよ
うに指示されている。そして，「投票力あるいは投票価値の平等な普通選
挙権（a universal franchise of equal voting strength or value）について憲法上
の保障はない」という自説を展開して，「統一的な成年者の選挙権（a uni-

form adult franchise）」を規定してきた連邦議会の立法裁量の所産が「投票
価値の平等を確保しようとする真の試み」であると主張している105)。こ
の意見の傍論部分においても，第41条の「投票する権利」規定は，経過規
定ではなく，「成年者による普通選挙」を保障しない恒久規定である。

マキンリ事件判決が下された月のうちに史上最長の在職45年に達したマ
クティアナン（Edward Aloysius McTiernan）裁判官は106)，メイスン裁判官

立命館法学 2017 年 3 号（373号)

62 ( 860 )



の次に着任したジェイコブズ（Kenneth Sydney Jacobs）裁判官との共同意
見を表示している。マクティアナン裁判官がキング事件判決に表示してい
る単独意見は，とても短く高等法院の公式判例集に半頁ほどしかない。マ
キンリ事件判決に表示されている共同意見は，さほど短くはないが，第41
条には言及していない。

この共同意見に，「長年にわたり定着している成年者による普通選挙は，
いまや事実として認めることができ，その結果として，第30条の特定の規
定にしたがってはいても，これには満たないものを人民による選出と称す
ることができるのかは疑わしい」が，それでも「議員が連邦の人民により
選出されていると称する前に，州に設けられる選挙区の全部において絶対
的平等あるいは可能な限り絶対的に近い平等がなければならないというこ
とを要求するようなものは，我々の歴史のうちにも国家としての発展のう
ちにもない」と判示している部分がある107)。平等選挙ばかりでなく「事
実として」は「長年にわたり定着している成年者による普通選挙」も，憲
法規範ではないという認識であるが，この共同意見により「成年者による
普通選挙」を不文の標準として言及されている「人民による選出」は，連
邦憲法の文言である。

第24条第⚑項前段に，「下院は，連邦の人民により直接選出される議員
により構成される」と規定されている108)。並行して，第⚗条第⚑項前段
に，「上院は，各州の人民により直接選出される各州の上院議員により構
成される」と規定されている109)。連邦憲法の全128か条のうち60か条を占
めている第⚑章「議会」において，第⚔節「議会の両議院」の最初の条文
が第41条であるが，これら⚒つの「直接選出」条項は，それぞれ第⚓節

「下院」と第⚒節「上院」の最初に位置している。
第24条の「直接選出」条項の解釈が，実はマキンリ事件判決において高

等法院の裁判官が⚖対⚑に分かれた大きな争点である。事件名に名を残し
ているヴィクトリア州民などが「成年者による普通選挙」の延長線上に

「投票価値の平等」を求めた憲法訴訟において，そのような憲法規範が
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「直接選出」条項から導き出されることを認めているのは，ひとりマー
フィ（Lionel Keith Murphy）裁判官のみである。

メンジーズ裁判官の後任として高等法院に着任していたマーフィ裁判官
の前職は，連邦政府の法相である。とくに稀有な前歴ではなく，すでに名
を挙げたなかでも，バーウィク首席裁判官や後には首席裁判官に昇任して
いるアイザクス裁判官も高等法院に着任する直前に連邦の法相を務めてい
る。もっとも，マーフィ裁判官は，1973年人権法案を連邦議会に提出した
法相であり，1973年連邦選挙法が制定されてキング事件判決による憲法解
釈の帰結が塗り替えられたときの法相である。

メンジーズ裁判官が第41条を解釈して恒久規定だと明言しているキング
事件判決の直後に政権交代となるまで，いわゆる影の法相であったマー
フィ上院議員は，キング事件判決において敗訴した18歳の代理人として憲
法訴訟の法廷に出向いている。高等法院の公式判例集に併録されている弁
論の要旨によると，「憲法第41条の成年者は，成熟した男女を意味する」
という解釈を主張している110)。そして，このような主張を補強するのに，
アメリカ合衆国の最高裁判所のオレゴン対ミッチェル事件判決を援用して
おり，その判旨を要約して，「18歳の者は，合衆国の市民であり，市民と
しての憲法上の権利が下院または上院の選挙において投票する権利を剥奪
する州法により侵害される」ということが認められたのだと述べてい
る111)。

マーフィ裁判官がマキンリ事件判決に表示している意見を読むと，第24
条を指して，「重要な権利は，簡単な語句により表現されていることが多
い」と述べている文のみの甚だ短く簡単な段落がある112)。これを出発点
にして展開されているのは，憲法規定の国際比較である。

憲法制定会議の議事録にも連邦国家の成文憲法の先行例として幾度も登
場する合衆国憲法の第⚑編第⚒節に，さぞや容易に比較対照されたと思し
き英語の「簡単な語句」がある。邦訳しておくと，第⚑項の前段に，「下
院は，各州の人民により⚒年毎に選出される議員により構成される」と規

立命館法学 2017 年 3 号（373号)

64 ( 862 )



定されている。そして，内戦の戦後処理により憲法構造が変化した再建
（Reconstruction）の時代以降に上書きされた部分のある第⚓項の第⚑文に，
「議員定数および直接税は，この連邦に含まれる各州に，それぞれの人口
にしたがって配分される」という文言がある113)。定数再配分革命（reap-

portionment revolution）を仕掛けた時代の合衆国最高裁（Warren Court）は，
第14修正第⚑節の平等保護条項ではなく114)，第⚑編第⚒節の規定を根拠
に合衆国議会の下院議員選挙区の定数不均衡を違憲無効と判定してい
た115)。

このような比較憲法の知見をもとに，マーフィ裁判官は，第24条の文言
が合衆国憲法から転記された「同じ目的」の「同じ言葉」と「同じように
解釈されるべきである」という立場を鮮明にして116)，ひとり反対意見を
表示している117)。好対照なのは，なかんずく『オーストラリアの立憲主
義』という標題の書物にも重点的に取り上げられているギブス裁判官の意
見である118)。キング事件判決においても規定の文理を重視していたが，
マキンリ事件判決においては，「第24条の語句を，含みや隠れた意味を探
ろうとはせずに，自然な意味に解釈すると，州における選挙区割りの決定
に関係するものは何も見当たらない」と判示している。そして，合衆国最
高裁の判例については，むしろ，それらに表示されている反対意見の数々
を列挙して，「高名な裁判官たちの間に著しい意見の相違を引き起こして
きた」ということも問題視している119)。

まさしく「著しい意見の相違」が繰り返されたと評されようか，高等法
院が「第41条の実効性は失われている」と解釈した転回により現在までの
先例となっているシプカ事件判決においても120)，マーフィ裁判官は，ひ
とり反対意見を執筆している121)。「第41条は，個人の権利を保障している
数少ない条文の⚑つである」という認識のもと，この反対意見は，規定の
文言や文脈も重視する「目的的解釈」により，「個人の権利の保障は，広
く解されなければならない」と論じており，「投票する権利は，かけがえ
がなく，それだけに憲法に黙示と解されてはならない」と戒めている122)。
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マーフィ裁判官の反対意見には，第⚒次憲法制定会議の議事録から引証
している部分もある。それを手引きに1898年⚓月⚓日の木曜日の議事録を
読み込んでみると，バートン議員は，自身の起案した文言が，性別による
限定の有無を仲裁するのにとどまらず，州法上の「投票する権利」の享有
主体が連邦法上の選挙人に対して横出しとなる可能性の永続を懸念して，

「我々は，アデレイドで過ちを犯した」と述懐している123)。アイザクス議
員は，「連邦の成立のときに，または，その後，議会が下院について選挙
人の資格を定めるまでに，投票する権利を取得している選挙人」に客体を
限定しようと提案しているが124)，採用されていない。いずれも後に高等
法院の裁判官となる法律家たちが表明している心配は，第41条が恒久規定
として制定されたという説を裏づけていよう。

ほかの⚖名の裁判官は，各⚓名の⚒つの共同意見により，第41条を経過
規定であると解釈している。昇任していたギブス首席裁判官が，後年その
後任として昇任するメイスン裁判官らと表示している意見には，公式判例
集の丸⚒頁を超える異様に長い段落があり，その冒頭に，「第41条は，投
票する権利を付与すると明記してはいない（not in terms confer）」と述べ
られている。同条の「妨げられない」という文言を重視して，「連邦議会
が投票する権利を奪い去ることを妨げている」のであり，「別途には存在
しない権原（entitlement）を創設しているのではない」と判示している意
見の要旨は，「第30条と第51条（xxxvi）号に基づいて設定される統一選挙
権」を「議会が別に定めるまで」に限り，それと競合することもなく，そ
れに優越されることもない州法に「投票する権利」の「権原」を求めるこ
とが，第41条に基づき「妨げられない」という解釈にある125)。

メイスン裁判官の後任の首席裁判官となるブレナン（Francis Gerald

Brennan）裁判官らの共同意見にも，「第41条は，投票する権利を付与する
と明記してはいない」という文がある。さもないと，第30条に基づいて

「統一選挙権を法定するという議会に付与された権限が破壊されてしまう」
という懸念も，ギブス首席裁判官らの共同意見と共通している。「第41条
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の目的は，憲法における文脈から明らかである」と述べているブレナン裁
判官らの共同意見は，整合性を確保すべく，「第41条が適用される者は，
第30条と第⚘条にしたがって投票する権利を得た者である」と解釈してい
る。前掲の「第41条の実効性は失われている」という結論は，この共同意
見により，1902年連邦選挙権法の施行から80年あまりが経過していた当時
において，かつて「議会が別に定めるまで」に「憲法の第30条と第⚘条に
基づき連邦の選挙において投票する権利を得た選挙人の大部分は，死亡し
ているだろう」という素朴な推計から導き出されている126)。

第41条の死亡宣告は，やがて全般的な憲法改革を目指して都合44本もの
改憲案を起草した憲法委員会により追認されている127)。この委員会を補
助するために設置されていた諮問委員会の⚑つは，第41条ではなく第30条
を削除して，その位置に，「すべての18歳以上の市民は，下院議員の選挙
人の資格を有する」という簡潔な規定をおくことを提案しているが128)，
1988年⚖月末日の憲法委員会最終報告書は，諮問委員会の提案を採用せ
ず，⚕年あまり前のシプカ事件判決を要所に引用して，「事実上，第41条
は，いまや空文（a dead letter）であり，憲法は，投票する権利を誰に対し
ても効果的に保障していない」と認定しており，同条の削除と「投票する
権利」条項の新設を勧告している129)。そして，1988年憲法改正（公正な選

挙）案にも，第⚖章のＡ「公正な選挙」を新設して，そこに第124条のＧ
「投票する権利」を盛り込み，第41条は削除する，という内容が含まれて
いる130)。

しかしながら，この改憲案や人権規定を整備しようとした1988年憲法改
正（権利および自由）案など，同時に発議されていた⚔案は，憲法委員会の
勧告を待とうともせずに準備されていた段取りにも重大な不備があり，同
年⚙月⚓日の国民投票において，いずれも全豪の賛成票が30パーセント台
にとどまる「どん底」を記録している131)。このような改憲の挫折は，高
等法院や憲法委員会の解釈が国民投票により否定されたということにはな
らず，憲法の明文に「空文」のみの状態が固定されたということになる。
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第30条の「議会が別に定めるまで」という暫定の文言を尊重して第41条
を「空文」と解釈する「通念」は，連邦法に基づく「選挙人の資格」がな
くても州法に基づき「投票する権利」があればよく，つまり「選挙人の資
格」の有無を問わない，という不合理な帰結を排除する。しかしながら，
第30条にも「議会が別に定めるまで」は州法に基づく「選挙人の資格」と
規定されているのであるから，性別について妥協を必要とした連邦結成の
歴史的事情に鑑みても，暫定の文言のない第41条を制憲の当初にのみ必須
であった経過規定と断定することに難点がないわけではない。

この観点から振り返ると，1970年代以前の判例に恒久規定と解釈する傍
論が散見されるのは，第41条の通時的な存在理由が共時的な立法理由から
理路整然と分別されているところを再評価されてよいのかもしれない。そ
うした方向から転換して，同条の原意とは似て非なる原点に立ち戻る憲法
解釈の現代的転回は，連邦法の優越を確定するとともに，連邦議会の広汎
な立法裁量を基礎づけている。

やがて1990年代の判例には，たとえば「投票価値の平等」をめぐり，
「いまの基準からすれば，成年者による普通選挙権を否定する制度は，代
議制民主主義の必要条件（a basic requirement of representative democracy）

を満たさないだろう」という意見が登場するようになる132)。もっとも，
同じく平等選挙に関するマキンリ事件判決の共同意見に「事実として」は

「長年にわたり定着している成年者による普通選挙」が指摘されていたの
を引用しながら，あくまでも従前の立法の成果を確認しようとする意見で
ある。

すでに1990年代の初頭には「代議制の統治に不可欠な要素（an indispen-

sable element in representative government）としてのコミュニケーションの
自由」が黙示の権利として承認されるようになっているが133)，第41条の
明文に基づいては保障されないという先例の定着している「投票する権
利」が，第⚗条と第24条の「直接選出」条項に基づく「成年者による普通
選挙」の要請により黙示の権利として保障されるようになるのは，先年の
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小稿に瞥見したとおり，ようやく今世紀のことであり，しかも，この小稿
の前半に点描した⚒つの権利章典が，いずれも自由権規約を模範として起
草されながら，その第25条⒝号には明記されている「普通かつ平等の選挙
権」という文言を局所的に消去して制定されたよりも後のことである。

かつて1902年連邦選挙権法の制定から⚑世紀の節目に，「投票する権利
を明確に保護する憲法の権利章典」の必要を主張していた市民権法の研究
者は，そのような明文の獲得が「21世紀における市民権と民主主義の根本
問題について議論を徹底することにつながろう」という期待を表明してい
た134)。議会主権に敬譲して，憲法典に有効な明文のない「投票する権利」
が同時に義務でもあることを前提にしてきた高等法院の判例は，いまでも

「成年者による普通選挙」の徹底に消極的，抑制的である。

⚔．お わ り に

サウス・オーストラリア州最高裁判所の2012年⚙月24日のホームダール
対オーストラリア選挙管理委員会事件判決に，「投票する権利に言及して
いる連邦憲法の規定は，第41条をおいてほかにない」が，「立法により投
票を強制にする議会の権能には影響しない」という意見が表示されてい
る135)。経過規定としての同条が失効した後の連邦法に基づく「強制投票」
の制度は，およそ違憲になりようもないという至極単純な推論である。

この小稿の序に引いた自由権規約に基づく連邦政府の定期報告は，権利
の行使と義務の履行が表裏一体の「強制投票」について，「成年者による
普通選挙という民主主義の原理に立脚している」と説明している。第25条
⒝号の「普通かつ平等の選挙権」という文言が，とくに語釈もなく，日本
国憲法の第15条第⚓項などに使用例のある語句に変換されているが，すで
に通用している明文はないという前世紀の先例のもと，先年の小稿に瞥見
した高等法院の今世紀の判例により不文の憲法規範とされているのも「成
年者による普通選挙」という概念である。
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自由権規約の第25条⒝号を模範として制定されたオーストラリア首都特
別地域の2004年人権法の第17条⒝号とヴィクトリア州の2006年人権および
責任の憲章法の第18条⑵項⒜号には，いずれも「普通かつ平等の選挙権」
という文言が欠落しているが，どちらの権利章典の立法過程にも局所的な
捨象の理由が個別的に記録されているわけではなく，せいぜい規定の「現
代化」として説明されるほかない。しかしながら，かねて「普通かつ平等
の選挙権」と互換的に使用されてきた「成年者による普通選挙」という概
念が，高等法院の憲法判例において「投票する権利」の保障を基礎づける
ようになるのは，おりしもヴィクトリア憲章が制定された翌年のことであ
り，くしくもヴィクトリア州の先住民族の女性が提訴した事案においての
ことであるから，ヴィクトリア憲章の文言の「現代化」は，どうやら定着
していないようでもある。

経過規定の失効を前提にして別途「投票する権利」を演繹している判例
は，もっぱら在来の選挙法の到達点から内実を帰納しているから，いわば
制度の後退を抑止する以外に機能を発揮していない136)。ローチ対選挙管
理局長事件判決が投票の欠格事由の拡大について137)，ロウ対選挙管理局
長事件判決が登録の受付期間の短縮について138)，それぞれ立法の改定を
違憲と判定しているが，双方に対応した2011年選挙および国民投票修正

（登録および受刑者の投票）法の制定は139)，これら⚒つの違憲判決を機縁と
して政権交代を発条にした立法の復旧にほかならない。

高等法院が2016年⚕月12日に一問一答形式の主文を，連邦議会の上下両
院の同日選挙を終えた⚙月⚕日に理由を，それぞれ公表しているマーフィ
対選挙管理局長事件判決においては，すべての裁判官が一致して「成年者
による普通選挙」の保障に積極的な⚒つの先例からの区別を基調としてい
る。この合憲判決に表示されている長大な意見の⚑つに，「そつなく市民
の義務を履行して登録するということができていない人々の一部に選挙権
の強制（compulsory franchise）からの漏れが生じるのを許容することは，
議会の裁量の範囲を超えることにはならない」と判示されているあたりに
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も140)，不文の伝統に立脚する構造の特性が例示されていよう。
なお，上下両院の選挙に関する合同常任委員会が2016年⚗月⚒日の選挙

の反省事項を主題にしている中間報告書の第⚒弾は，ことさら国家主権の
原理を旗印にして，外国籍の個人や法人からの政治献金の禁止を法定する
ように勧告している。この報告書には，野党の委員らが提出した反対意見
も併録されている。委員長の緒言にも，「委員会が全体として合意に至る
ことはできなかった」と明記されているが，このことを認めるのに続いて
は，すべての委員に対する謝辞が述べられており，ごく抽象的な一致点と
して，「すべてのオーストラリア人の憲法に基づく民主主義の権利を尊重
する，ありうる限り最強の選挙法」を求める思いが讃えられている141)。

あくまで不文の「憲法に基づく民主主義の権利」も，日本国憲法の第15
条第⚑項に明記されている「国民固有の権利」と同様に，排外的な方向に
解釈され，政治的な論争の焦点になる場合があるということなのだろう。
もしや外国人の献金を禁止する立法により具体化されようものなら，およ
そ納税のようには献金の義務が想定されないだけに「選挙権の強制からの
漏れ」とは異なり，かねて不利益変更には敏感な高等法院の反応が注目さ
れることになるのだろう。
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